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ス
イ
ス
の
直
接
民
主
制

－

国
民
投
票

　

昨
年
12
月
の
第
46
回
衆
議
院
総
選
挙

は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
私
は

連
合
を
中
心
に
働
く
世
代
が
支
持
し
て

い
た
民
主
党
が
大
敗
し
た
こ
と
は
も
と

よ
り
、
現
在
の
政
党
政
治
に
対
し
て
か

な
り
の
危
機
感
を
覚
え
ま
し
た
。
と
い
う

の
も
、
選
挙
の
前
日
に
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
Ｊ

Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
の
﹁
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
マ
ッ
チ
﹂

を
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
政
策

項
目
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
政
党
を

支
持
す
る
結
果（
写
真
）と
な
り
、
こ
れ
で

は
ど
の
政
党
に
投
票
す
れ
ば
よ
い
の
か
が

わ
か
ら
ず
大
変
困
惑
し
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
す
。
私
と
似
た
よ
う
な
境
遇
に
陥
っ
た

働
く
世
代
の
有
権
者
も
多
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
し
、
国
民
が
重
要
な
政
策

決
定
に
直
接
関
与
で
き
な
い
現
在
の
政
党

政
治
シ
ス
テ
ム
は
も
は
や
機
能
し
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
今
回
は
、
議
会
や
政
党
に
政
策
決
定

を
ま
か
せ
き
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
国

民
一
人
ひ
と
り
自
ら
が
政
治
に
参
加
で
き

る
ス
イ
ス
の
直
接
民
主
制
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

ス
イ
ス
の
直
接
民
主
制

　

直
接
民
主
制
と
は
、
国
民
が
直
接
、
国

民
投
票
な
ど
の
権
利
を
行
使
し
、
政
治
・

政
策
決
定
に
携
わ
る
政
治
制
度
で
す
。
ス

イ
ス
に
生
ま
れ
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た
政

治
哲
学
者
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
は
、

彼
の
有
名
な
著
書
﹁
社
会
契
約
論
﹂
の
な

か
で
、﹁
主
権
は
本
質
上
、
一
般
意
志
の
な

か
に
存
す
る
。
し
か
も
、
一
般
意
志
は
決

し
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
一
般

意
志
は
そ
れ
自
体
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、

別
の
も
の
で
あ
る
か
で
あ
っ
て
、
決
し
て

そ
こ
に
中
間
は
な
い
。
人
民
の
代
議
士
は
、

だ
か
ら
一
般
意
志
の
代
表
者
で
は
な
い
し
、

代
表
者
た
り
え
な
い
。
彼
ら
は
、
人
民
の

使
用
人
で
し
か
な
い
。
彼
ら
は
、
何
ひ
と

つ
と
し
て
決
定
的
な
取
り
き
め
を
な
し
え

な
い
﹂
と
そ
の
本
質
を
論
じ
て
い
ま
す
。

現
在
、
そ
う
し
た
定
義
通
り
の
直
接
民
主

制
を
実
施
し
て
い
る
国
は
存
在
し
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
と
レ

フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
て
い

る
ス
イ
ス
で
は
、
国
民
投
票
に
よ
る
直
接

参
加
の
機
会
が
多
く
、
独
自
の
直
接
民
主

（写真）前回衆議院選挙時における著者のマニフェストマッチの結果

制
を
確
立
し
て
い
る
政
治
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ス
イ
ス
の
直
接
民
主
制
の
特
徴
で
あ
る

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
、
憲
法
改
正
を
国
民
自

ら
が
提
案
す
る
も
の
で
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ

ム
は
連
邦
議
会
を
通
過
し
た
法
律
の
可
否

を
国
民
が
最
終
的
に
判
断
す
る
権
利
の
こ

と
で
す
（
図
表
）。（sw

issinfo.ch

で
は
、

ス
イ
ス
の
政
治
制
度
を
日
本
語
で
簡
単
か

つ
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
て
い
る
動
画
が

あ
り
ま
す
の
で
、
一
度
ご
視
聴
い
た
だ
く

こ
と
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。http://

w
w
w
.sw

issinfo.ch/jpn/detail/

content.htm
l?cid=31854054

）

　

こ
う
し
た
政
治
制
度
の
た
め
、
様
々
な

案
件
が
年
中
投
票
に
か
け
ら
れ
ま
す
。
ス

イ
ス
国
民
は
1
年
の
う
ち
、
だ
い
た
い
3

回
か
ら
4
回
は
投
票
を
行
い
、
重
要
な
案

件
の
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
投
票
が
行
わ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。（
州
、
市
町
村
レ

ベ
ル
の
投
票
を
加
え
る
と
さ
ら
に
投
票
に

出
向
く
回
数
が
多
く
な
り
ま
す
。）
ス
イ
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員
を
選
出
す
る
だ
け
た

め
の
国
政
選
挙
で
は
、

も
は
や
限
界
が
来
て
い

る
こ
と
を
現
在
の
日
本

の
政
治
制
度
が
物
語
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。具

体
的
で

実
感
の
湧
く

国
民
投
票

　

で
は
実
際
に
ど
の
よ

う
な
連
邦
レ
ベ
ル
の
案

件
が
国
民
投
票
に
か
け

ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
本
年
３
月
３
日

に
行
わ
れ
た
直
近
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

「
高
額
報
酬
制
度
反
対
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」

　

上
場
企
業
に
お
け
る
法
外
な
役
員
報
酬

の
抑
制
を
目
的
と
し
て
、
取
締
役
会
や
顧

問
に
対
す
る
報
酬
額
を
株
主
総
会
が
毎
年

決
定
す
る
発
議
。
賛
成
67
・
９
％
、
反
対

32
・
１
％
、
賛
成
州
23
州
、
反
対
州
０
州

に
て
可
決
。

「
国
土
開
発
計
画
法
改
正
案
」

　

都
市
部
に
土
地
開
発
を
集
中
さ
せ
、
農

地
や
自
然
保
護
区
分
を
明
確
に
す
る
憲
法

改
正
案
。
建
築
面
積
を
今
後
20
年
間
拡
大

し
な
い
と
い
う
環
境
団
体
の
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
提
出
を
受
け
、
連
邦
議
会
が
対
案
と
し

て
提
出（
本
改
正
案
が
成
立
さ
せ
る
こ
と
を

条
件
に
同
環
境
団
体
は
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
撤

回
）。
賛
成
62
・
９
％
、
反
対
37
・
１
％
に
て

可
決
。

「
家
族
政
策
に
関
す
る
連
邦
決
議
」

　

家
庭
と
仕
事
の
両
立
な
ど
の
家
族
支
援

に
関
す
る
政
策
実
行
を
州
ご
と
に
実
施

す
る
の
で
は
な
く
、
保
育
所
の
設
置
促
進

な
ど
国
の
権
限
を
強
化
す
る
法
案
。
賛
成

54
・
３
％
、
反
対
45
・
７
％
、
賛
成
州
10
州
、

反
対
州
13
州
。反
対
州
が
賛
成
州
を
上
回
っ

た
た
め
否
決
。

　

日
本
の
各
政
党
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
に

も
書
い
て
あ
る
よ
う
な
案
件
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
が
、
絵
に
描
い
た
餅
で
は
な
く
国

民
投
票
に
か
け
る
か
ら
こ
そ
、国
民
に
と
っ

て
具
体
的
で
実
感
の
湧
く
政
治
参
加
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
に
も
憲
法
第

96
条
に
お
い
て
憲
法
改
正
に
関
す
る
国
民

投
票
制
度
の
規
定
が
あ
り
ま
す
が
、
各
議

院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を

経
た
の
ち
、
国
会
が
改
正
案
を
発
議
す
る

た
め
、
結
局
国
民
は
政
党
・
議
員
を
通
じ

て
で
し
か
政
治
参
加
で
き
な
い
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ス
イ
ス
の
直
接
民
主
制
に
は
、
実
際
の

法
律
改
正
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
、
少
数

政
党
や
団
体
の
政
治
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

利
用
さ
れ
る
、
経
済
的
余
裕
の
あ
る
組
織

や
団
体
が
人
を
雇
っ
て
署
名
を
集
め
さ
せ

る
な
ど
、
短
所
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
国
民
が
直
接
、
政
治
的
決
定
に
参

加
で
き
る
と
い
う
点
で
、
日
本
も
学
ぶ
べ

き
制
度
や
仕
組
み
は
多
い
は
ず
で
す
。

　

労
働
組
合
に
よ
る
政
策
・
制
度
要
求
は

働
く
者
の
意
見
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
た

め
の
重
要
な
活
動
の
柱
の
一
つ
で
す
が
、

政
党
政
治
の
枠
組
み
の
な
か
で
は
、
そ
の

時
々
の
政
局
の
流
れ
の
な
か
で
要
求
自
体

が
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
も
事
実
だ
と
思

い
ま
す
。
も
し
ス
イ
ス
の
よ
う
な
国
民
投

票
が
実
現
で
き
れ
ば
、
労
働
組
合
か
ら
の

発
議
が
可
能
と
な
り
、
社
会
全
体
か
ら
身

近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
政
策
・
制
度
活
動

が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ス
に
比
べ
て
投
票
の
機
会
が
少
な
い
日
本

人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
少
々
面
倒
く
さ
い

感
じ
は
い
た
し
ま
す
が
、
肝
心
な
こ
と
は
、

国
の
重
要
政
策
や
憲
法
改
正
に
つ
い
て
国

民
が
自
ら
の
意
思
を
直
接
反
映
で
き
る
点

に
あ
り
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
は
、
例
え

ば
、
消
費
税
増
税
を
柱
と
す
る
社
会
保
障
・

税
一
体
改
革
関
連
法
案
や
、
今
後
予
想
さ

れ
る
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定（
Ｔ

Ｐ
Ｐ
）に
関
す
る
法
案
な
ど
、
議
会
や
政
党

に
任
せ
き
り
に
せ
ず
、
国
民
投
票
を
通
じ

て
、
自
ら
の
判
断
、
自
ら
の
責
任
で
国
益

を
左
右
す
る
案
件
に
直
接
意
思
を
反
映
さ

せ
た
い
と
切
望
す
る
の
は
私
だ
け
で
は
な

い
は
ず
で
す
。
数
年
に
１
回
の
政
党
・
議

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

スイスの有権者は、イニチアチブにより連邦憲法改正を提案
する権利がある。連邦レベルのイニシアチブは、18ヶ月以内
に有権者10万人分以上の有効署名を集め、連邦内閣事務局
（Bundeskanzlei/ Chancellerie fédérale）に提出することで成立。

成立したイニシアチブは、連邦議会で協議される。連邦議会は、
法案を承認、否決または対案を提出することができる。どの場
合でも、国民投票に採決がかけられる。

イニシアチブが可決されるためには、投票者の過半数および州
の過半数の賛成票が必要。

（随意の）レファレンダムは、連邦議会を通過した法律の可否を
国民が最終的に判断する権利。連邦議会で新しく採決された法
律に反対する有権者は、連邦議会が同法律の承認を公表した後
100日以内に５万人分の有効署名を集め、連邦内閣事務局に提
出すると、連邦レベルの国民投票に持ち込める。

連邦議会が憲法改正案を承認した場合は、強制的レファレンダ
ムによりその憲法改正案が義務的に国民投票にかけられる。

随意のレファレンダムが成立するためには、投票者の過半数の
賛成票が必要。強制レファレンダムでは投票者と州の過半数の
賛成票が必要。

（図表）スイスの直接民主制の特徴であるイニシアチブとレファレンダム

資料：swissinfo.chウェブサイトより抜粋
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ま
つ
ざ
き
・
か
ん
　

１
９
９
８
年
Ｉ
Ｍ
Ｆ

－

Ｊ
Ｃ
（
現
・
Ｊ
Ｃ
Ｍ
）
に

入
局
。
国
際
局
、
政
策
局
で
主
任
と
し
て
産
業
政

策
、
環
境
政
策
の
立
案
を
は
じ
め
海
外
労
使
紛
争

防
止
ツ
ー
ル
の
作
成
な
ど
に
活
躍
。
２
０
１
０
年

９
月
１
日
か
ら
家
族
同
伴
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
本
部
に
赴

任
。
12
年
６
月
か
ら
は
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
本

部
に
。
現
在
の
担
当
役
職
は
、
産
業
政
策
・
多
国

籍
企
業
政
策
グ
ル
ー
プ
の
造
船
・
船
舶
解
撤
／

I
C
T
・
電
機
・
電
子
部
門
担
当
部
長
。


